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Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項 

保健文化機能を高度に発揮させることが必要であると認められる森林のうち、森林の現況、森林所有者の意

向、地域の実情、利用者の動向、交通手段等基盤整備の状況及び整備の見通し、森林施業の担い手となる森林組

合等の存在等からみて、適切な配置となるよう次の区域を設定するものとします。 

    また、区域を設定するときは、森林の施業と森林保健施設の整備を一体的かつ計画的に行うことができるよ

う、流域又は地形界等を考慮して一体的なまとまりのある森林について設定するものとします。 

    なお、保健機能森林の区域の設定にあたっては、保健保安林及び同保安林指定予定地を優先し、区域の設定

後は、保健保安林予定地を当該保安林に指定するよう努めるものとします。 

 １ 保健機能森林の区域 

     該当なし 

 

 ２ 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関
する事項 

     該当なし 

 

 ３ 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項 

 （１）森林保健施設の整備 

       該当なし 

 

 （２）立木の期待平均樹高 

     該当なし 

 

 ４ その他必要な事項 

         該当なし 

  


